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沿岸 海岸 ブロック 地区 住所 海岸形態 施設種類等 維持修繕の方針

久之浜海
岸

久之浜
いわき市久之浜町久之浜
いわき市久之浜町田之網

砂浜
堤防・護岸
沖合施設

・日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び5年に1回程度の定
期点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。
・大久川河口が隣接しており河口閉塞が懸念されるため、日常巡視等に
おいて河口状況に留意する。

田之網 いわき市久之浜町田之網 砂浜 防潮・潮止樋門
・日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び5年に1回程度の定
期点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。
・施設を良好な状態に保つよう、定期的に点検・整備を行う。

江之網 いわき市久之浜町江之網 崖 消波施設
・日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び5年に1回程度の定
期点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。

志津 いわき市四倉町 その他
堤防・護岸
漁港

・日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び5年に1回程度の定
期点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。

四倉B いわき市四倉町 その他
堤防・護岸
漁港

・日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び5年に1回程度の定
期点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。

福島沿岸

四倉海岸

久之浜

維持修繕の記述一覧

 



58 
 

 



59 
 

沿岸 海岸 ブロック 地区 住所 海岸形態 施設種類等 維持修繕の方針

四倉 いわき市四倉町 砂浜 堤防・護岸
・日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び5年に1回程度の定
期点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。

仁井田 いわき市四倉町 砂浜
堤防・護岸
沖合施設
消波施設

・日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び5年に1回程度の定
期点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。
・海水浴場として利用されているため、日常巡視に際しては砂浜の汀線
変化状況を監視すると共に、利用者の安全に留意する。

草野下神谷 いわき市平下神谷 砂浜
堤防・護岸
沖合施設
消波施設

・日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び5年に1回程度の定
期点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。
・海水浴場として利用されているため、日常巡視に際しては砂浜の汀線
変化状況を監視すると共に、利用者の安全に留意する。
・夏井川河口が隣接しており河口閉塞が懸念されるため、日常巡視等に
おいて河口状況に留意する。また、河口部はコアジサシの営巣地であり、
保全状況に留意する。

夏井
いわき市平下大越
いわき市平藤間

砂浜
堤防・護岸
消波施設

・日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び5年に1回程度の定
期点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。
・海水浴場として利用されているため、日常巡視に際しては砂浜の汀線
変化状況を監視すると共に、利用者の安全に留意する。
・滑津川河口が隣接しており河口閉塞が懸念されるため、日常巡視等に
おいて河口状況に留意する。

沼ノ内 いわき市平沼ノ内 砂浜
堤防・護岸
沖合施設
消波施設

・日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び5年に1回程度の定
期点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。
・弁天川河口が隣接しており河口閉塞が懸念されるため、日常巡視等に
おいて河口状況に留意する。

沼ノ内 いわき市平沼ノ内
砂浜
その他

堤防・護岸
漁港

・日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び5年に1回程度の定
期点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。

維持修繕の記述一覧

四倉海岸

平海岸

新舞子福島沿岸
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沿岸 海岸 ブロック 地区 住所 海岸形態 施設種類等 維持修繕の方針

薄磯 いわき市平薄磯 砂浜
堤防・護岸
漁港

・日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び5年に1回程度の定
期点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。
・海水浴場として利用されているため、日常巡視に際しては砂浜の汀線
変化状況を監視すると共に、利用者の安全に留意する。

豊間B いわき市平豊間 崖 消波施設
・日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び5年に1回程度の定
期点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。

豊間 いわき市平豊間
砂浜
その他

堤防・護岸
沖合施設
漁港

・日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び5年に1回程度の定
期点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。
・海水浴場として利用されているため、日常巡視に際しては砂浜の汀線
変化状況を監視すると共に、利用者の安全に留意する。

豊間 いわき市平豊間
砂浜
その他

堤防・護岸・樋門

・日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び5年に1回程度の定
期点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。
・海水浴場として利用されているため、日常巡視に際しては砂浜の汀線
変化状況を監視すると共に、利用者の安全に留意する。
・施設を良好な状態に保つよう、定期的に点検・整備を行う。
・日常巡視に際してはゲートの稼働及び管渠の埋塞に留意する。

維持修繕の記述一覧

福島沿岸 平海岸 豊間
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沿岸 海岸 ブロック 地区 住所 海岸形態 施設種類等 維持修繕の方針

走出A いわき市江名 その他 堤防
・日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び5年に1回程度の定
期点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。

走出C いわき市江名 崖 消波施設
・日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び5年に1回程度の定
期点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。

走出B いわき市江名 その他 港湾
・日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び5年に1回程度の定
期点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。

江ノ浦 いわき市江名 その他
堤防
港湾

・日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び5年に1回程度の定
期点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。

岸浦 いわき市中之作 その他
堤防
港湾

・日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び5年に1回程度の定
期点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。

中ノ作 いわき市中之作 その他
堤防・護岸
港湾

・日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び5年に1回程度の定
期点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。

永崎 いわき市永崎
砂浜
その他

堤防・護岸
・日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び5年に1回程度の定
期点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。

維持修繕の記述一覧

福島沿岸 磐城海岸 江名・中之作
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沿岸 海岸 ブロック 地区 住所 海岸形態 施設種類等 維持修繕の方針

永崎 いわき市永崎 砂浜
堤防・護岸
・樋門

・日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び5年に1回程度の定
期点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。
・海水浴場として利用されているため、日常巡視に際しては砂浜の汀線
変化状況を監視すると共に、利用者の安全に留意する。
・施設を良好な状態に保つよう、定期的に点検・整備を行う。
・日常巡視に際してはゲートの稼働及び管渠の埋塞に留意する。

下神白 いわき市小名浜下神白
砂浜
崖

堤防・護岸
・日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び5年に1回程度の定
期点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。

維持修繕の記述一覧

福島沿岸 磐城海岸 永崎
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沿岸 海岸 ブロック 地区 住所 海岸形態 施設種類等 維持修繕の方針

松下 いわき市小名浜下神白
砂浜
崖
その他

護岸
港湾

・日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び5年に1回程度の定
期点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。

高山 いわき市小名浜 その他 港湾
・日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び5年に1回程度の定
期点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。

渚 いわき市小名浜 その他
護岸
港湾

・日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び5年に1回程度の定
期点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。

下川 いわき市泉町 その他
護岸
港湾

・日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び5年に1回程度の定
期点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。

維持修繕の記述一覧

福島沿岸 磐城海岸 小名浜港

 



68 
 

 



69 
 

沿岸 海岸 ブロック 地区 住所 海岸形態 施設種類等 維持修繕の方針

剣浜 いわき市小浜町 崖 消波施設
・日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び5年に1回程度の定
期点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。

小浜 いわき市小浜町
砂浜
崖
その他

護岸・堤防
消波施設
漁港

・日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び5年に1回程度の定
期点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。

維持修繕の記述一覧

磐城海岸福島沿岸 剣浜・小浜
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沿岸 海岸 ブロック 地区 住所 海岸形態 施設種類等 維持修繕の方針

岩間佐糠
いわき市岩間町
いわき市佐糠町

砂浜
崖

堤防・護岸
消波施設

・日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び5年に1回程度の定
期点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。

錦町須賀 いわき市錦 砂浜
堤防・護岸
沖合施設

・日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び5年に1回程度の定
期点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。

関田
いわき市錦
いわき市勿来町

砂浜
堤防・護岸
沖合施設

・日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び5年に1回程度の定
期点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。
・海水浴場として利用されているため、日常巡視に際しては砂浜の汀線
変化状況を監視すると共に、利用者の安全に留意する。

九面 いわき市勿来町九面
砂浜
その他

堤防・護岸
沖合施設
漁港

・日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び5年に1回程度の定
期点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。

福島沿岸

維持修繕の記述一覧

勿来海岸 勿来

 


